
外国における個人情報の保護に関する情報調査報告書

国名 調査日

－防衛、公共の安全、公共の平和、公共の道徳等の理由によりプライバシー 権が制限される

タンザニア連合共和国

OECD プライバシーガイドライン８原則(※3)

に対応する事業者等の義務又は本人の権利

OECD プライバシーガイドライン８原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。

2023　年　2月　17日

① 収集制限の原則 ：上記法令に規定されている。

② データ内容の原則 ：上記法令に規定されている。

EU の十分性認定(※1)：なし

APEC の CBPR システム(※2)：なし

個人情報の保護に関する制度の有無

個人情報の保護に関する制度についての

指標となり得る情報

(※1) EU の十分性認定を取得した国又は地域は、個人情報保護委員会が我が国と同等の保護水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有する外国等として指

定している EU（EU 加盟国及び欧州経済領域の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン）の個人情報の保護に関する制度である GDPR 又はその前身の

データ保護指令に基づき、欧州委員会が十分なデータ保護の水準を有していると認められる旨の決定を行っている国又は地域であることから、概ね我が国と同等の個人情報

の保護が期待できる。このような意味において、EU の十分性認定を取得した国又は地域であることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に

該当する。

個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの

事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある

もの

その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能

性のある制度

⑧ 責任の原則 ：上記法令に規定されている。

制度の有無：包括的な法令は存在しない。

　　　　　　個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の法令が存在する。

◼ 2015年サイバー犯罪法

‐ URL：https://rsf.org/sites/default/files/the_cyber_crime_act_2015.pdf

‐ 施行状況：2015年4月25日施行

‐ 対象機関：公的部門、民間部門

‐ 対象情報：他人のコンピュータから同意なく入手した情報

◼ 2020年電子・郵便通信（オンライン・コンテンツ）規則

‐ URL： https://www.tcra.go.tz/uploads/documents/sw-1619088125-

The%20Electronic%20and%20Postal%20Communications%20(Online%20Content)%20Regulations,%202020.pdf

‐ 施行状況：2020年7月17日施行

‐ 対象機関：公的部門、民間部門

‐ 対象情報：タンザニア通信規制当局がその権限を行使し、またはその義務を履行する際に受領または取得した情報

◼ 2020年電子・郵便通信（SIMカード登録）規則

‐ URL：https://www.tcra.go.tz/uploads/documents/sw-1619088062-

2The%20Electronic%20and%20Postal%20Communications%20(SIM%20Card%20Registration)%20Regulations,%20202

0.pdf

‐ 施行状況：2020年2月7日施行

‐ 対象機関：公的部門、民間部門

‐ 対象情報：タンザニア通信規制当局がその権限を行使し、またはその義務を履行する際に受領または取得した情報

◼ 2015年国家決済システム法

‐ URL：

https://www.bot.go.tz/Publications/Acts,%20Regulations,%20Circulars,%20Guidelines/Acts/en/2020030902433783.p

df

‐ 施行状況：2015年4月25日施行

‐ 対象機関：公的部門、民間部門

‐ 対象情報：タンザニア銀行がその権限を行使し、またはその義務を履

行する際に受領または取得した情報

◼ 2012年タンザニア銀行（信用照会当局）規則

‐ URL：

https://www.bot.go.tz/Publications/Acts,%20Regulations,%20Circulars,20Guidelines/Regulations/en/2020031802575

561.pdf

‐ 施行状況：2012年12月28日施行

‐ 対象機関：公的部門、民間部門

‐ 対象情報：借入人の人種、肌の色、祖先、宗教その他に関する情報

◼ 1986年国民登録及び身元確認法

‐ URL：http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/

Tanzania/tanzania_registration_1986_en.pdf

‐ 施行状況：1986年1月6日施行

‐ 対象機関：公的部門

‐ 対象情報：写真及び指紋

－一部のカテゴリーの情報（例：電気通信分野と銀行分野のデータ）または

データセンターを国内に保管・設置する必要がある。

③ 目的明確化の原則 ：該当する規定は不見当である。

④ 利用制限の原則 ：上記法令に規定されている。

⑤ 安全保護の原則：該当する規定は不見当である。

⑥ 公開の原則 ：該当する規定は不見当である。

⑦ 個人参加の原則 ：該当する規定は不見当である。



(※3) OECD プライバシーガイドライン８原則は、OECD 加盟国はもとより国際的な個人情報保護への取組において参照される基本原則としての役割を果たし、各国が

個人情報保護制度を整備するにあたっては、事実上の世界標準として用いられている。

(※1) EU の十分性認定を取得した国又は地域は、個人情報保護委員会が我が国と同等の保護水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有する外国等として指

定している EU（EU 加盟国及び欧州経済領域の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン）の個人情報の保護に関する制度である GDPR 又はその前身の

データ保護指令に基づき、欧州委員会が十分なデータ保護の水準を有していると認められる旨の決定を行っている国又は地域であることから、概ね我が国と同等の個人情報

の保護が期待できる。このような意味において、EU の十分性認定を取得した国又は地域であることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に

該当する。

(※2) APEC の CBPR システム参加の前提として、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令を有していること、及び CBPR 認証を受けた事業者やアカウンタビ

リティエージェントにおいて解決できない苦情・問題が生じた場合に執行機関が調査・是正する権限を有していること等が規定されていることから、我が国と同じく APEC

の CBPR システムに参加しているエコノミーにおいては、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令と当該法令を執行する執行機関を有していると考えられる

ため、個人情報の保護について概ね我が国と同等の保護が期待できる。このような意味において、APEC の CBPR システム参加エコノミーであることは、「個人情報の保

護に関する制度についての指標となり得る情報」に該当する。なお、APEC の CBPR システムの対象は、民間部門である。


